
 

 

 

 

 

 

  第 ４ ７ 号 議 案  

 

 

新 宿 区 環 境 土 木 ・ 都 市 計 画 事 務 手 数 料 条 例 の 一 部

を 改 正 す る 条 例  

 

 

   上 記 の 議 案 を 提 出 す る 。  

 

 

 

    令 和 ５ 年 ６ 月 １ ２ 日  

 

 

 

          提 出 者  新 宿 区 長   吉 住  健 一  

  



 

 

新 宿 区 環 境 土 木 ・ 都 市 計 画 事 務 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改

正 す る 条 例  

 

新 宿 区 環 境 土 木・都 市 計 画 事 務 手 数 料 条 例（ 平 成 1 2 年 新 宿 区 条 例

第 4 8 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

別 表 2  都 市 計 画 事 務 の 部 3 0 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

3 0 の 2   建 築 基 準 法

第 5 2 条 第 6 項

第 3 号 の 規 定

に 基 づ く 建 築

物 の 容 積 率 に

関 す る 特 例 の

認 定 の 申 請 に

対 す る 審 査  

建 築 物 の 容

積 率 の 特 例 認

定 申 請 手 数 料  

1 件 に つ き  2 8 , 0 0 0 円  認 定 申

請 の と き  

別 表 2  都 市 計 画 事 務 の 部 3 2 の 項 中「 壁 面 線 の 指 定 が あ る 場 合 又

は 壁 面 の 位 置 の 制 限 が あ る 場 合 の 」を 削 り 、同 部 3 4 の 項 の 次 に 次 の

よ う に 加 え る 。  

3 4 の 2  建 築 基 準 法

第 5 5 条 第 3 項

の 規 定 に 基 づ

く 建 築 物 の 高

さ に 関 す る 特

例 の 許 可 の 申

請 に 対 す る 審

査  

建 築 物 の 高

さ の 特 例 許 可

申 請 手 数 料  

1 件 に つ き  1 6 0 , 0 0 0 円  許 可 申

請 の と き  

別 表 2  都 市 計 画 事 務 の 部 3 5 の 項 中「 第 5 5 条 第 3 項 各 号 」を「 第

5 5 条 第 4 項 各 号 」 に 改 め 、 同 部 3 7 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

3 7 の 2  建 築 基 準 法

第 5 8 条 第 2 項

の 規 定 に 基 づ

く 建 築 物 の 高

さ に 関 す る 特

例 の 許 可 の 申

請 に 対 す る 審

査  

高 度 地 区 に

お け る 建 築 物

の 高 さ の 特 例

許 可 申 請 手 数

料  

1 件 に つ き  1 6 0 , 0 0 0 円  許 可 申

請 の と き  

別 表 2  都 市 計 画 事 務 の 部 5 2 の 項 及 び 5 4 の 項 中 「 建 築 さ れ る 」

を「 お い て 建 築 等 を す る 」に 改 め 、同 部 5 6 の 項 中「 一 敷 地 内 認 定 建

築 物 以 外 の 建 築 物 の 建 築 」 を 「 建 築 物 の 新 築 又 は 増 築 等 」 に 、 「 一

敷 地 内 認 定 建 築 物 以 外 の 建 築 物 の 認 定 申 請 手 数 料 」 を 「 公 告 対 象 区

域 内 の 建 築 物 の 新 築 又 は 増 築 等 の 認 定 申 請 手 数 料 」 に 改 め 、 「 （ 一



敷 地 内 認 定 建 築 物 を 除 く 。以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。）」を 削 り 、同

部 5 7 の 項 中「 第 8 6 条 の 2 第 2 項 」の 次 に「 又 は 第 3 項 」を 加 え 、「 一

敷 地 内 認 定 建 築 物 以 外 の 建 築 物 又 は 同 条 第 3 項 の 規 定 に 基 づ く 一 敷

地 内 許 可 建 築 物 以 外 の 建 築 物 の 建 築 」を「 建 築 物 の 新 築 又 は 増 築 等 」

に 、 「 一 敷 地 内 認 定 建 築 物 以 外 の 建 築 物 又 は 一 敷 地 内 許 可 建 築 物 以

外 の 建 築 物 の 建 築 」を「 公 告 対 象 区 域 内 の 建 築 物 の 新 築 又 は 増 築 等 」

に 改 め 、「（ 一 敷 地 内 認 定 建 築 物 又 は 一 敷 地 内 許 可 建 築 物 を 除 く 。以

下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 削 る 。  

 

   附  則  

 

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

  

 （ 提 案 理 由 ）  

脱 炭 素 社 会 の 実 現 に 資 す る た め の 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の

向 上 に 関 す る 法 律 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 4 年 法 律 第 6 9 号 ）

の 一 部 の 施 行 に よ る 建 築 基 準 法（ 昭 和 2 5 年 法 律 第 2 0 1 号 ）の 改 正 に

伴 い 、 建 築 物 の 容 積 率 の 特 例 認 定 申 請 手 数 料 等 を 新 た に 定 め る ほ

か 、 規 定 を 整 備 す る 必 要 が あ る た め  


